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                          鳥取県県土整備部長 

（ 公 印 省 略 ）  
 
   本県発注工事に係る施工体制台帳等の様式の変更について（通知） 
 
 このことについて、建設業界の働き方改革や生産性向上を目的とした法改正に伴い、建
設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）が改正され、施工体制台帳等について追
加して記載すべき事項が定められました。 

ついては、１０月１日以降に請負契約の締結を行う本県発注工事に係る下請契約につい
ては、別添様式により作成及び提出を求めることとしましたので御承知いただくとともに、
貴会会員への周知徹底をお願いします。 
                     〔担当者：県土総務課建設業・入札制度室建設業担当 長谷川〕 
                                  電 話 ０８５７－２６－７４５４ 
                                  ﾌｧｸｼﾐﾘ ０８５７－２６－８１９０ 
 

記 
                      
１ 追加記載事項（概要） 
（１）施工体制台帳 
  ○ 監理技術者補佐名 
  ○ 元請及び下請業者の現場作業員名簿（氏名、年齢、社会保険等の加入状況ほか） 
 
（２）再下請通知書 
  ○ ２次下請以下業者の現場作業員名簿（氏名、年齢、社会保険等の加入状況ほか） 
 
（３）施工体系図 
  ○ 監理技術者補佐名 
  ○ 特定専門工事（※）の該当の有無 

  ※ 下請代金の合計額が３，５００万円未満の鉄筋工事及び型枠工事 
 
２ 適用日 
 請負契約締結の日が令和２年１０月１日以降の本県発注工事に適用する。 


